第2号様式(第4条・第5条関係)


桜井市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に係る
受領委任払取扱確約書


年　　月　　日

(宛先)桜井市長　
 (事業者)
                 所在地
                 事業者名
                  代表者氏名


要介護者等　　　　　　　　様(以下「甲」という｡)の桜井市介護保険制度における福祉用具購入費又は住宅改修費の支給について、受領委任払の取扱いを申し出るにあたり、桜井市介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費に係る受領委任払実施要綱(以下「実施要綱」という｡)の規定及び次の事項を遵守することを確約します。


1 正当な理由なく、甲が求める福祉用具購入費又は住宅改修費の受領委任払取扱いを拒まないこと。


2 住宅改修に関する見積書の内容に変更があったときには、事業者は速やかにその変更内容を甲に通知すること。また、変更前の見積書の内容に基づいて承認された受領委任払の取扱いについては、無効になることを甲に説明すること。


3 甲が、不正な行為により、保険給付を受け、又は受けようとしたときは、事業者は遅滞なくその旨を市長に通知すること。


4 関係法令及びこの実施要綱に違反し、その是正等について市長から指導を受けたときは、直ちにこれに従うこと。


5 甲又は事業者が、実施要綱第8条に基づく返還命令を市長から受けたときは、速やかに福祉用具購入費又は住宅改修費に係る支給額を返還すること。


[bookmark: _GoBack]6 甲からの苦情又は相談があったときは、事業者は必要に応じて事実関係を確認するための訪問等を行い、甲の立場を考慮しながら、円滑かつ迅速に苦情処理を行うこと。
